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1ド イツ水料金制度成立史および

その意義

ドイッ水料金制度 は ドイツ南部に位置す る

バ―デン ・ヴ ュルテンベルク州で1988年 か ら

実施されている一種の資源税である.し かし,

この課徴金は もともと資源保全 という政策 目

的よりは,む しろ地下水 の水質保全政策にと

もなって必要 となった農家に対 する補償金支

払いのための財源を調達する手段 として構想

された のである.ド イッでは地下水は貴重 な

飲料水用の水源なので,バ ―デ ン ・ヴュルテ

ンベルク州は他州 と同様 に,農 業で用い られ

る肥料 に含 まれる,硝 酸塩を原 因とす る地下

水の汚染 に悩 まされていた.そ こで地下水保

全のために,水 保全 地域 を設定することで農

家の土地利用 を規制 し,肥 料の投入を禁止 も

しくは制限することが必要 となったのである.

この ような政策の結果,農 薬 の使用 を制 限

された農家は単位当た り収穫が減少 し,所 得

が減少する.環 境費用の負担に関する基本原

則 で あ る汚 染 者 負 担 原 則(PolluterPays

P血eiple,以 下PPPと 略す)に 従えば,当 然 この

ような経済的負担は地下水汚染 の原因者で あ

る農家 が担 わなければな らない.し か し,

1986年 に連邦議会では水管理法 の第5次 改正

法が成立 し,そ の第19条 第4項 において,土

地利用制限の実施 によって経済 的不利益を被

る経済的主体には補償 を行 うことが義務づ け

られた1>.つ ま り,汚 染者である農家 に負 担

をさせ るのではな く,逆 に農家 に補償 を行 わ

ねばな らないことが法的 に定め られたのであ

る.な ぜ この問題 では,PPPと は異なる費用

負担原理が適用 されねばならなかったのであ

ろうか.

それはまず,以 下の2点 でこの問題が通常の

汚染問題 と異 なっているか らである,と 考 え

られる.第1は,水 保全地域の設定にともなう

肥料投入の制限は全 ドイツで諫 にではなく,

バ―デ ン ・ヴュルテンベ ルク州でのみ実施 さ

れる政策である,と いう点である.そ のため,

この州の農家だけが政策 の実行 にともなうコ

ス トの負担を強いられる,と いう事情がある.

第2に,こ の問題は現行の技術水準から見て,

他に適切な代替財が ない中で,通 常の生産活

動を行 っているにもかかわらず生 じる問題 で

あるという点がある.肥 料の投 入を行 わな く

ても他 の生産方法に よって同等 の収穫量を確

保でき,な おかつ生 産コス トが ほぼ同 じであ

る,と いう条件がな ければ別の生産方法を採

用することは困難であろう.ま た,バ ーデン ・

ヴュル テンベルク州の農家は特別に汚染集約

的な生産技術 を採用 していたわけではなく,

他州の農家 と同等の生産技術を用いていた の

である.

以上 の点に加えて,農 業 とい う産業分野 固

有の事情か ら,PPP適 用 の際 には社会政策上

の配慮 を行わ ざるをえない,と いう問題 もあ

る.農 業は工業 と異 なって生産技術や生産要

素の代替性がほとん どな く,一 般に所 得水 準

が低 い.し たがって,PPPを 工業 と同様 に農

業分野 に適用するの は困難であ り,農 業にお

ける汚染問題 を扱 う際には,環 境政策 と農業

政策を調整する必要が生 じるのである.

また,仮 にPPPが 農業 分野 で適用 される と

しても,次 の ような問題が生 じる.つ まり,

通常外部費用が内部化 されると,工 業ならば,

汚染原 因者は現行技術水準のもとで最 適な レ

ベルにまで汚染を削減す るだけでな く,技 術

革新 を行って,よ り低い コス トで汚染 削減 を

行おうとする.と ころが農業 においてはこの

ような技術革新の余 地は現状で はほとんどな

く,地 下水の硝酸塩汚染 を回避するには,土

地利用制限を実施 して肥料の投 入を放棄す る
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ほか ないので あ る.し か も,こ れに と もな っ

て生 じる所得低 下 とい う コス トはほ とん ど全

額 農家 に よって負 担 され ねばな らない.な ぜ

な ら,バ ーデ ン ・ヴ ュル テ ンベ ルク州 の農 家

は ドイツの 他地域やEU内 の他地域 の農家 との

競争上,こ れ らの コス トを消費 者 に転 嫁で き

ないか らである.

以上 のように,バ ーデ ン ・ヴ ュルテ ンベ ル

ク州の環境政策が他 州と比較 して,そ の州 の

農家にのみ特別の経済的負担を課 し,利 害対

立が生 じるために農業政策 との調整 を必要 と

する場合 には,PPPの 適用ではな く,農 家 に

補償を行 った上で政策を進める ことが正当化

されるであろう.つ まり,通 常 の環境政策 の

基本原則 であ るPPPと は異なる費用負担原理

を確立 し,そ れに基づいて政策 を実行 してい

くことが必要になって くるのである.

残る問題は補償金 をだれが,ど のように負

担するのか,と いうことである.こ れ につい

て水管理法第5次 改正法ははっきり定めてお ら

ず,各 州の決定に任 されているのである.そ

こでバ ーデン ・ヴュルテンベル ク州が補償 金

の費用負担のあ り方 として検討 を行 ったのは

以下の3通 りである.

(1>(水 質保全 政策によって便益 を受ける)水

供給会社 と農家の 自発 的交渉,も しくは法

的枠組みを設定 して州 の実質 的な参加の も

とで補償を行 う.

(2)州の一般財源から支出。

(3)全ての水利用者 に対 して課徴金を課す(こ

れがいわゆる水料金であ り,最 終 的な負担

者は消費者であるが,飲 料水 の場合,第1

次負担者 は水供給会社である).

(1)と(3)の方法は,水 質保全政策によって地

下水の質が維持 され るのだから,地 下水を用

いて飲料水 を供給 している民間の水供給会社

が政策の受益者 として農家への補償金 を負担

するべ きだ,と の考 え方 に基づ いている.口

の水供給会社 と農家の自発的交 渉に基づ く方

法 はヘ ッセン州において実際に採用 されてお

り2),経 済学における 「コ―スの定理」を思

い起こさせ る.通 常 コースの定理では どんな

権利設定から出発 して も,パ レー ト改善の余

地が存在 している限 り,当 事者間の交渉によっ

て効率的な資源配分の状態に達することが で

きる,と されている.こ のケースは土地利用

の権利があらかじめ農家の側に存在 してお り,

その権利設定 を水供給会社 との交渉 によって

どのように変更 して,効 率的な資源配分を達

成す るのか とい う問題だ と解釈 で きる.コ
ースの定理が成立す るのは,取 引費用 がない

か,非 常に小 さいケ ―スであるが,個 々の農

家の費用と水供給会社 の便益を個別に突 き合

わせて契約書 を結んでい く(1)の方法は非常 に

非効率 的で,い わゆる 「取引費用」が高 くつ

いてしまう.し たが って,バ ーデン ・ヴュル

テンベ ルク州が現実 的と考えたのは(2)が3)の

方法であった.

ところが,(2)の 補償金支出を一般会計で賄

う方法 も以下の3点 で欠陥がある.第1は,租

税によって補償金支 出を賄 う合 理的な根拠 が

ない ことである.例 えば公共信託財産たる環

境の悪化を州政府が放置 していた管理責任 を

問われる場合 ならともか く,こ のケースはそ

れに該当 しない.こ れに対 して,州 政府が水

質保全政策を実行す るこ とによって発生する

便益は広 く州全体の厚生水準 を引き上 げる こ

とになるので,水 質保全政策が一種の公共財

的性格 を帯び,こ れ を租税で負担する ことは

何 ら問題がない,と 言えるか も しれない.し

か し第2に,技 術的な問題であるが,事 実上州

の予算配分 は固定化 されてお り,補 償金支 出

という新たな財政需要に対応する余裕はなかっ

たと言える.ま た第3に,ド イッ独特の財政調

整制度 のため に,も し租税 を増税する形で一

般財源 から賄 うとす れば,増 収分のかなりが

他州へ流出 してしまう,と いう問題が ある.

バ―デン ・ヴュルテンベルク州 はこれに関 し

て試算を行 ってい るが3),そ れに よれば補償

金支出に必要 な額 を租税 で調達 しよう とす れ

ば,増 税を行ってその8倍 の金額を徴収 しなけ

ればな らない,と い う.な ぜな ら,増 収額 の

一64一



ドイッ 「水料 金」制度の費用負担 原理

うち7/8は 財政調整制度を通 じてバ―デン ・ヴュ

ルテンベルク州から流出 してしまうか らであ

る.こ のことは補償金支 出を増税によって一

般財源から賄 おうとすれば,州 の住民に過大

な負担 を課 してしまうことを意味する.

そこで州政府は最終的に(3)の方法,つ ま り

コス トの負担を水質保全政策に よって便益 を

受ける者 に求める水料金制度を採用す るこ と

にしたのである.な ぜ 「水料金」か と言えば,

「租税」ではなく 「料金」であ ることによっ

て次の2点 で好都合が生 じるからである.第1

点は財政調整制度 と関わる.「 料金」だと財

政調整制度の対象 となる収入とは見なされ な

いので4),収 入が全額州の独自財 源となるの

である.第2点 は,バ ーデン ・ヴュルテンベル

ク州だけが単独で新規の租税を導入す ること

はできないが,料 金 なら可能だ という事情が

ある51.

ただ,水 料金制度が批判を受けるとすれば,

PPPに 反 している点,お よび水料 金の収入 が

支出と直接的に結びつけ られる ことによって

収入の使途が固定化されて しまう点であろう.

そ して州政府 はまさにこの点で激 しい批判 を

受ける ことになり,以 下で詳 しく検討する よ

うに,補 償金支出のため に導入 された水料金

を応益原則に基づい て正当化することが困難

となったので ある.最 終的に州が出 した回答

は,補 償金支 出と水料金制度を切 り離 した上

で,補 償金に関 して は州が責任 をもって一般

財源か ら支出 し,水 料金 はそれ とは関係のな

い資源課税 として正当化するということであっ

た.

しか し,名 目はどうであれ,州 は水料金 の

導入によって新財源 を獲得 し,農 家へ の補償

という新たな財政需要に応ずる余裕が生 じた

のも事実である6}.こ の水料金制度は,新 た

な環境政策を実行す るに当たって,そ れが特

定の経済主体 に特別 の経済的負担を課す場合

には,い かなる費用負担原理に基づいて政策

を実行 するのが望ま しいのか,と いう問題 を

提起 している と言える,水 料金制度は受益 者

負担 とい う,PPPと は異 なる費用負担原理 を

提起 しているために,非 常 に広範な経済学,

法律学,お よび財政学上の論争 を巻 き起こ し

た.本 論文の 目的は,こ のような新た な環境

政策上の費用負担原理 に対 して水料金制度が

どうい う意味 を持つのか を検討することであ

るが,こ の制 度をめ ぐって行われた議論は,

環境政策上の費用負担のあ り方 に関する議論

を発展 させるのに多 くの示唆 を与えて くれる

と思われる.こ れまでは公害問題のように,

汚染原 因者に支払わせる ことが明らか に経済

学的に正当で,社 会通念上の公正概念 にも合

致 していたため,「 環境政 策上の基本原則=

PPP」 とされていた.し かし,ど うい う問題

状況の もとで,ど の ような条件 が揃えば,受

益者負担に基づいて環境政策を進めることが

正当化 されるのかを経済学的に検討 してお く

ことが今後必要になって くるのではないだ ろ

うか.

ll州 政府 による根拠 づけの変遷

農家 に対す る補償 金の原資 と して州政府が

水料金の導入 を構想 していることが1985年 に

明らか となった結果,産 業界お よび水供給会

社が反発 し,州 政府 は激 しい批判を受 ける こ

とになった.彼 らが問題 としたのは以下の点

である.

(1)水料金の導入はPPPに 合致 していない.従 っ

て,PPPが 実施 され てい る他の領域 との公

平性 の問題が生 じる.

(2)法的 には本来許容 されない行為(肥 料投 入

による地下水汚染)の 放棄に対 し,補 償 金

が支払われるのは認め られない.

(3)水料 金 はバ ーデ ン ・ヴ ュルテ ンベ ル ク州 に

立地する 産業 にと って さ らなる生 産 コス ト

の増大 につ なが り,他 の州,ひ い てはEU市

場 との関係 で競争 上不利 を被 る.

〔4版に土地利用制限 によって農家の所 得減少

が生 じる としても,そ れ は農業政策上の問

題である.従 って,補 償 は一般会計の農業
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関連予算から支出されるべ きである.

また,州 政府構想 の法 的正当性に対 して も

さまざまな批判が向 けられたので,州 は ドイ

ッにお ける環境法の権威 であるボン大学のザ

ルツヴェ―デルに州政府構想の正当性 を法 的

に検討するよう委託 したのである.し か し,

ザルツヴェーデルによって提出 された専門家

意見書 は,補 償金支出を水料金収入 によって

賄 うことに疑問を呈する法的見解 を示 したの

である.こ のため,州 政府は自らの立場の再

考を迫 られた.

ザル ッヴェ―デルの専 門家意見書 において

問題となったのは,な ぜ農家に対する補償 が
一般財源ではなく水料金収入によって賄われ

ねばな らないのか,と い う点である.つ ま り

水料金収入と補償金支出 を直接 に結びつける

ことは,受 益 者負担 とい う観点から見て正 当

化 され うるのかどうかが問題となったのであ

る.確 かに,水 利用者は州の永 質保全政策 に

よって生ずる便益 を享受するのだから,そ の

対価を負担す るのは当然であり,補 償金支出

が水料金収入 によって賄われるのは根拠があ

る,と ザルッヴェーデル も認めている.し か

し,問 題 は受益者 とは一体だれで,便 益は ど

の範囲 にまで及ぶのかという点である.受 益

の範囲 を狭 くとって飲料水を供 給する水供 給

会社だけとす るのか,便 益は広 く州全体 に及

ぶと考 えて市町村な どの地方自治体 まで受益

者と見 なすべ きなのかは,法 律学的には決着

がついていない.従 って,法 律 上だれが受益

者であ るのかを確定するのは困難 なので,水

料金と補償金 を直接 に結 びつけ,前 者 を後者

の原資 とすることは法的正当性 という点で疑

念が生 じる,と いうのがザルツヴェ―デルの

見解である.

しか し,受 益範囲の問題は,あ くまでも制

度的枠組みに関する技術上の問題であ り,補

償金支 出を永料金収入で賄うこと自体 の正 当

性が問われる問題ではないはずである.い っ

たん受益者負担で政策を進めることが合意 さ

れたな らば,あ とは どの ような制度的枠組 み

のもとでそれ を実行するのか,と いう制度 設

計の問題 となる.こ の点 に関 して,コ ス トを

第1次的に水供給会社に課 して,価 格転嫁によっ

て広 く州の水 消費者 に負担 させ るか,そ れ と

も市町村にコス トを課 して,租 税を通 じて間

接的に広 く州民に負担 させ るのか,と いう選

択肢が存在するのである.

しか し,州 政府 は水料金制度がPPPに 反 し

ているという批判 に加 えて,ザ ルヅヴェ―デ

ルの見解を重視 し,水 料金収入の特定財源化

を放棄 した.1986年 に明 らか になった州政府

の新た な構想 では,水 料金制度導入の根拠 も

はや補償金支 出のための財源調達ではな く,

水資源簾約へ のインセンティブ効果 となった

のである.水 料金収入は使途を特定 されず に
一般財源に入 ることとされた

.州 はこうして

収入 と支出の論理的 な結 びつ きを断って水料

金制度への批判を回避 しようとしたのである.

このことを受けて州政府は1987年 にバ ーデン ・

ヴュルテンベ ルク州水法を改正 して,そ の第

24条 第4項 において補償 を水料金収入 とは関

係な く州が責任をもって一般財源から行 うこ

とを規定 した.

州政府は水料金の根拠 をさらに強化 するた

め,専 門家意見書の法的見解を参考 にして,

1987年3月!8日 に提 出された政府計 画書で新

たな根拠を追加 した.そ れは水 質を維 持する

ために州が負担 している顕著な財政支出の対

価 を,水 料金 という形でその受益者か ら徴収

する,と い うもので ある.こ うして水料金 は

水節約 とい う政策 目的 と水質保全のための財

政支出を賄 う財源 目的の両方を担 うことになっ

たのであ る.結 局!987年7月27日 に水料金 の

法的根 拠となるバ ―デン ・ヴュルテンベル ク

州水法の改正法が成立 し,1g88年1月1日 か ら

料金の徴収が開始された.

皿 水料金制度の概要

1水 料金の料率

水料金の課税対象および料率 は以下 のよう
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になっている7).料 率設定は,水 節約への イ

ンセンティブを効かせるという観点か ら差 別

化されている.表1の ① ③ の水利用は,い っ

たん使用 したあと永が再び元 に戻 されるので,

つまり永が量的に消 費されないので料率が低

く設定されている。

財政学的には,州 政府 による水利用 の便益

を受ける水利用はそれだけ高い対価 を負担 す

るのが当然である.そ ういう意味で,⑤ お よ

び⑥の水利用はそれぞれ前者が生産 ・生活用

水 後者が生産 ・飲料用水に用いられるため,

他の水利用形態に比べて水質保全政策 による

水質維持の便益 を享 受している と見なせる.

したが って,⑤ および⑥ の水利用形態 に高 い

料率設定がな されているのは妥当であると言

える.

2適 用除外となる対象

(1.)2.OOO㎡以下の水利用者は料金徴収の対象外.

2.000-3.000㎡ の 採 取 に 対 し て は50%の 割 引

を 適 用.

(2)当局か らの許可を必要としない水利用.

(3)直接 そこか ら熱を得るために地表水か ら水

を採取す る場合.

(4>薬用 泉.そ こで ミネラル ウォ ータ―が製 造

されている場合 を除 く.

(5)料金の徴収が開始 される1988年1月1日 以前

に許可 された,熱 を得 るための地下水 利用.

(6)漁業お よび水 産業.

3特 別規定

もし,企 業がこの水料金の徴収 によってそ

の存続 自体が危ぶまれる状態にな り,他 の方

法では救済で きない とい うのであれば,そ の

企業は料金徴収の延期,最 高90%ま での割引,

もしくは免除が受けられる.

割引がどのように適用 されるかは産業 によっ

て異なる(行 政規定に細かく定められている).

皮革 ・製紙 など,水 を大量使用する産業に対

しては,自 動的に割引規定が適用 される.そ

れ以外の産業 で50-90%の 割引 を受けるため に

は,産 業の競争力が この水料金 によって失 わ

れる,と 政策当局が判断した場合に限 られる.

具体的には水料金によって利益が5%以 上失わ

れることを証明しなければな らない.た だ し,

地表水 の利用が可能であ る場合 および産業の

競争力 に影響がない と判断される場合 には,

割引規定は適用 されない.

4水 料金の経済的効果
一般 的にい えば

,通 常 の水 道料金 の ほ うが

水料金 よりもはるか に大 きな影 響 を及 ぼす と

考 え られる.な ぜ な ら,水 道料 金 は個 々の水

供 給 会社 に よっ て異 な るが,0,75DM―2,70

DM/MSで あ る の に対 し,水 料 金 は0,01-0,1

DM/㎡ で しか ないか らで ある.バ ーデン ・ヴュ

ルテンベ ルク州 は水 料金 導入 時 にそれが及 ぼ

す経済的効 果 を試 算 してい る8).そ れに よれ

ば,4人 家族 の年 間 水消 費量 は160-200㎡ で

あるか ら,水 料 金導入 に よる1家 族当た りの年

間負 担 額 は20-26DM/年(約1300-!690円)

であ り,水 料 金 にと もな う生活 必需品 の価 格

上昇 も軽微 であ ると見込 まれてい る.

産業 に対す る影響 については,水 を大量 に

使用する産業 を例 にとって水料金の年 間収益

に占め る比率 をとってい る.そ れを示 した の

が以下の表2で ある(デ ータは1983年).

表2か ら明らかなように,水 料金導入による

産業の経済的負担は,収 益 と比較 して もそれ

ほど大 きなものでないことが分かる.ま た,

どうしても水料金が企業存続の圧迫要 因にな

るケースに対 しては,上 述の特別規定が適用

されるのである.

表2の 結果は,州 政府が水料金制度の導入 に

当たって産業界を説得するため に用いたもの

であるが,こ のように産業界の水料金 による

経済的負担が小さく,特 別規定 による救済 も

用意されてい るとい うことは,州 政府 の根拠

づけとは裏腹 に,水 節約へのイ ンセンティブ

効果が小 さい,と いうことにほかならない.
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1水 料金制度とPPPを 巡る論争

財政学研究 第20号

水料金制度は激 しい経済学上 の論争 の的 と

なった.上 述のように,水 料金制度は環境政

策の実行 にともなって特別の経済的負担が特

定の経済主体 に発生 する場合に,そ の補償金

原資を応益原則にしたがって政策による受益

者が負担する ものであ り,PPPと は異 なる費

用負担原理 に基づいていると理解 されるべ き

である.に もかかわ らず,経 済学においては

水料金制度が資源配分上 の効率性を達成す る

かどうかが問題 となる中で,そ れがPPPと 合

致するのかどうかが大 きな論争上のテ―マ と

なったのである9).

水料金制度がPPPに 基づいてい るのか どう

かをめ ぐる論争のきっかけとなったのは ドイ

ッの代表的な環境経済学者であるホルガ― ・

ボーヌスの論文であった10).ボ ー一一一ヌス はこの

論文において,水 料金収入を補償金の原資 と

する ことはPPPに 合致す るという,通 常 とは

逆の結論を導 き出した.そ の論 拠は,以 下 の

通 りで ある.経 済的な意味にお ける原 因者 と

いうのは財の希少性 を引 き起こ した者 のこ と

を意味する.こ の場合,土 地の代替的 な利用

をめぐって競合 している農家と水利用者の両

者が原 因者であるととらえられ る.そ して彼

らが希少性の結果であるコス トをPPPに した

がって担わね ばならないのであ る.ボ ーヌス

のこの論理に従えば,こ の問題 を解決するた

めに農家が水利用者 に支 払って肥料 を投入 し

つつ農業を営む権利 を獲 得 しようが,水 利用

者が農家に支払って土地利用規制 によって質

の高い水 を利用する権利 を獲得 しようが,ど

ちらもPPPに 合致す るのである.彼 の この論

拠の背景には,土 地 もしくは水 という希少資

源をめ ぐって互いに他を排除 しようと競合 し

てお り,そ の希少性 に見合った支払い意思 を

示 した ものがその財 を獲 得でき,結 果 として

効率的な資源配分が達成 される という,市 場

メカニズムのアナロジーが存在 する.ボ ―ヌ

スがこのような結論 を引 き出しえたのは 「経

済的 な意味におけるPPP」 と 「物理的 な意 味

にお けるPPP」 とを分離 した ことによる.彼

は農家が物理的には肥料 の使用 によって硝酸

塩汚染 の原因者 とな っていることを認めてい

る.し か し彼 によれば,そ れが必ず しも経済

的な意味における原 因者 であるとは限 らない

のである.

このボーヌスの論拠 は社会的費用発生のプ

ロセス を無視 していたために他 の経済学者 に

よる盛んな批判 を浴びた.例 えばブレッセはll)

,ボ ーヌスの ようなPPPの 理解をするならば

いつで も,原 因者はその希少財 を請求するす

べての経済主体であ るとい うことにな り,

PPPと いう概念 を改めて設ける必要―生はな く

なって しまうと批判 した.ブ レッセは,ppp

という概念が有効 となるのはボ―ヌスの意味

におい てではなく,規 範的に解釈される場合

であると述べている.彼 によれば,原 因者は,

環境汚染 とい う規範 を破 る行為 のゆえにコス

ト負担 を課 されるのであ る.ボ ーヌスの言 う

ような純粋 に経済学的な意味におけるPPPは,

水資源の量的側面をめ ぐる競合 ならば妥当 な

議論であるか も知れ ないが,こ のケースは水

資源の質的側面をめ ぐる競合であ り,原 因者

は彼 も認める ようにやは り農家だけである.

したが って,ボ ーヌスが この問題 をコ―スの

議論 に基づいて,純 粋に資源配分上の問題 と

位置づ けて論 じたのは妥当性 を欠いていた と

言わざるをえない.

にもかかわ らずこの論争は,ス トック汚染

の問題な ど,厳 密 な意味でのPPPの 適用が困

難な問題が現実に増加 している中で,ブ レッ

セの ようにPPPに 関する常識 的な見解 に基づ

いてボーヌスを批判するだけで事は済むのか,

という疑問を投げかけているとも言 える.と

いうのは,PPPが 適用困難だか らといって安

易に租税による共同負担原則や応益原則へ 向

かう前に,PPP概 念 の拡張の方途 も検討 して

お く必要があるのではないか と考えるからで

ある.

例 えば,植 田和弘 は土壌 ・地下水汚染問題
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と費用負担のあり方を検討する中でPPP概 念

を環境破壊活動 と結 びついて生 じる 「特別の

利益」 と結びつけて展開 している12).そ れ に

よれば,PPPに いう汚染原因者とは,経 済 学

的にはたんなる汚染物質の排出者ではな く,

汚染物質を排 出する活動 によって何 らかの特

別な利益 を得た主体 を指す.そ してそれは生

産要素や生産物の取引を通 じて,ま た利益配

分のメ カニズムを通 じて拡大する可能性を も

つ もので ある.し たが ってPPP概 念は,経 済

学的には汚染物質の排出 という物理的な行為

との直接的な結びつ きを越 えて拡張 されうる

可能性が あると言 える.ボ ーヌスの ように

「経済的 な意味におけるPPP」 と 「物理的な

意味 にお けるPPP」 とを分離するならば,こ

のような方向性で検討 を行 うべ きではないだ

ろうか.

ボーヌスの誤解を招 きかねない論文をめぐっ

て行わ れた経済学上の論争は,非 常 に興味深

い ものではあったが,以 下の2点 において限界

を有 していた.第1は,バ ―デン ・ヴュルテ ン

ベルク州が公 式見解 で水料金収入を補償金支

払いと結びつけることを意図的に放棄 し,一

種の資源課税 として水料金制度 を正当化 した

ことによって,も はや水料金はPPPと は無 関

係なものになったということである.し たがっ

て,水 料金制度が補償金 と結びついている と

いう論争の前提条件 自体が変化 してしまった

のである.

第2に,こ の論争においては,農 家 と水利用

者が土地とい う希少資源 をめぐって競合 して

いるという前提条件 のもとに,資 源配分の効

率性 という観点から問題が検討 されたが,こ

のような前提条件は現実には成立 していなかっ

たという点がある.

というのは,第1に,ヨ ーロ ッパ の農業は

EUの 農業構造政策に基づいて市場メカニズ ム

から切 り離されてい るので,実 際には当事者

間の交渉によって効率的 な資源配分へのプロ

セスが生み出されるやけではないか らである.

第2に,環 境政策 ヒ重要な資源配分の決定はもっ

ばら政府によって担 われている ということで

ある.水 料金制度そのものは,ど の地域の地

下水を保全 し,そ の結果 どのくらいの補償金

額が支払わねばならないのか,と いった事柄

の決定 には一切関与 しないのである.水 保全

地域の設定 と土地利用規制の配分に関する決

定はもっぱら政治的になされているのであり,

資源配分機能 は水料金の課題で はない.も し

資源配分機能が水料 金によって担われ てい る

のであれば,水 保全地域 の規模 は,農 家が肥

料の投下を放棄することによる限界費用と水

利用者がそれによって得 られる限界便益が一

致する ところで決定 されるはずである.と こ

ろがそ うでないことは,保 全地域の設定が政

治的に決定され,農 家への補償 金支払いが水

料金収入の多寡とは関係 なく決 まって くると

いうことに反映されている.

2受 益者負担と水料金制度

水料金制度 をめ ぐる経済学上の議論 は,こ

の制度が経済効率的であるかどうか,そ して

PPPに 合致するかどうか をもっぱ ら問題 と し

てきた.し か し,水 保全地域を設定 して肥料

の投下 を制限するというバーデ ン ・ヴュル テ

ンベルク州の水質保全政策が,広 く水 利用者

に便益 をもた らす一方で,こ の州の農家にの

み特別 に経済的負担 を課 して しまう場合 には

PPPで はな く,異 なる費用負担原理の もとで

問題が扱われるべ きではないか という点は こ

の議論では検討 されなかった.

上述 のように保全 地域内の農家は他 地域 の

農家以上 に厳 しい土地利用規制を受けるため,

保全地域内の農家は より大 きな経済的負担 を

負い,他 地域 の農家 との競争上不利な立場 に

追い込 まれる.こ れは 「特別の利益」 とは反

対に 「特別の犠牲」、もしくは 「特別の損失」

などと呼ばれる13).農 家 に対する補償金支 出

はこの ような 「特別 の犠牲」に ともなう所得

分配問題を解決するために構想 されたのであ

り,そ の財源 をどの ような費用負担システム

によって調達するか,と いう観点か ら構想 さ
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れたのが水料金制度 の本質だと言える.汚 染

活動を伴 う環境の利用によって 「特別の利益」

が発生す る場合にはPPPに 基づい て費用負 担

を行うのが望 ましいが,こ の問題のように,

政策の実行に ともなって 「特別 の損失」が発

生する場合には受益者負担に基づいて費用負

担を行うことが正当化 されるであろう.

V財 源謂達手段としての水料金

州政府は水料金支 出と補償金支出を結びつ

ける当初の構想 を批判 され,両 者を切 り離 し

た上で補償は一般財源か ら行い,水 料金は水

節約のインセ ンティブを 目的とした資源課税

として導入することにした.し かし,水 料金

は現実 にはイ ンセンティブ効果がほとんどな

いと見 られ,事 実上財源調達手段 としての機

能を果 た していると言える14).確 かに州の言

うとお り,水 料金収入は特定の支出項 目との

結びつ きを持たなくなったが,エ コロジ―プ

ログラムとい う特定の支 出計画 の財源 となっ

ているのである.表3は 水料金収入がエコロジ
―プログラムの枠内でイ可の 目的にどれだけ用

い られているのかを示 している.

これ を見れば分か るように,水 料金収入 は

エコロジ―プログラム全体 を賄 っているので

あって,農 家への補償金支出に使途を限定 さ

れているわけではない.そ の補償金支 出はエ

コロジ―プログラムの中の1支 出項 目となって

いるのである.ま たエコロジープログラム に

対する支出総額は年 々増加 してお り,水 料金

収入だけでは賄えないので一般財源か ら租税

が投入 されている.し たがって,こ の表 を見

る限 り水料金収入 と農家への補償金支 出は一

応分離されてお り,水 料金 はPPPに 反する,

との批判を受 けない ようになっている ことが

分かる.

しか し,エ コロジ ープ ログラムの最 大 の支

出項 目はや は り農家 への 補償金 支出で あ り,

年 々約50%程 度 の割合 を占め てい るこ とには

変わ りが ない.つ ま り,確 か に州の公 式見解

が主張するように,水 料金収入 と補償金支 出

との間に1対1の 対応関係 はないか もしれない

が,結 局はほ とんど当初 の州政府構想 どお り

に,エ コロジ―プログラムの枠 内で補償金支

出を水料金収入によって賄 うこ とに成功 して

いるのである.こ こに財源調達手毅 としての

水料金の本質がある.

水料金がインセンティブ機能 よりは財源調

達手段 としての役割 を果 たしているのは,以

下のことによってさらに明確 になる.つ まり,

バ ―デ ン ・ヴュルテ ンベ ルク州は永料 金導入

への賛意 を,最 初はそれに対 して批判的であっ

た市町村か ら得 るために,年 間1.500万 マル

クを廃棄物処理の財源 として市 町村に与える

ことを決定 したのである(表3の 環境省予算部

分の支 出項 目5を 参照).な ぜ市町村が水料

金導入 に批判 的であ ったかとい えば,水 料金

が経費 として課税標準である収益か ら控除 さ

れて しまうために,市 町村 に入 るはず の所得

および法人税収が減少 して しまい,彼 らにとっ

ては何のメリットもないか らである.こ のよ

うに,補 償金支払い と市 町村に対する支払 い

が予算 内の支 出項 目として最初か ら固定化 さ

れているもとでは,水 料金によるインセンティ

ブ効果が働いてその収入,ひ い てはエ コロジ

ープログラムのための財 源が減少する ような

之 とは弼にとって望 ましくない のである.州

政府 は公式には,水 料金の根拠 として,水 保

全政策のための財政支出 を賄 う財源調達機 能

と水資源節約 という環境 制御機能の両者を掲

げてい るが,原 理的 に両 目標の両立は不可 能

である.し たがって,水 料金の制度構成か ら

見て州 は明 らかに財 源調達機能 を選択 してい

るのである.

班 ドイツ水料金制度の評価

水料金制度の意義は環境政策の実行 上,特

定の経済主体 に 「特 別の犠牲」が生 じる場合

の費用負担原理のあ り方の1つ を示 している点

にある.州 政府は確 かに水料金収入 と補償金
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支出を直接的に結びつけることを放棄 し,水

料金は補償金支出とは関係 なくインセンティ

ブ目的のために導入 され ることになった.し

かし表3に 明らかなように,実 際には水料金収

入を一旦はエコロジープログラムとい う一般

財源の枠組みに組み込むが,実 質的にはその

収入がエコロジープログラムという支出計画

を通 じて農家への補償金支払に充て られてい

る.ま た,州 の公式見解 にもかかわ らず,水

料金が資源課税 としての機能を果たす ことは

その負担の軽 さか ら見て ほとん どない と考 え

られ(表2参 照),む しろ財源調達手段として

の機能を担っていると言える.

このような水料金制度を,こ れまでの環境 ・

資源税論議の中で位置づけるとすれば,ど の

ように評価できるのであろうか.環 境 ・資 源

税には,環 境政策の経済的手段,つ ま り租税

政策手段としての税 とい う理念型 と,環 境対

策費用 をその寄与(受 益)に 応 じて負担 させ

る財源調達の 目的税 という理念型の2つ が存在

する15).租 税政策 としての環境 ・資源税 とは

具体的には,外 部費用を内部化することによっ

て資源の最適配分 を達成するピグ―税 か,環

境 目標 を費用効率的 に達成するボ―モル ・オ
―ツ税 を指す.こ の場合,税 収総額が結果 と

してい くらになるのかは副次的な問題であり,

パレー ト最適 もしくは環境 目標 の達成が租税

政策の主眼となる.こ れに対 して,財 源調 達

目的の環境 ・資源税 の場合は,先 に調達すべ

き財政需要額が存在 してお り,そ のコス トを

何 らかの受益概念 を基準 にして割 り振 ってい

くとい うことが主 目的であり,イ ンセ ンティ

ブ効果 は副次的であるか,あ ま り効 きす ぎて

は望ましくないと見なされる.

水料金制度 は州の公式見解に よれば租税政

策としての資源税であるが,こ れまで見て き

たように,実 態は財源調達 目的 の資源税で あ

る.こ の場合財政需要は もちろん農家への補

償金支 出から発生 してい る.し か し,水 料金

制度が既存の財源調達 目的の環境 ・資源課税

と異なっているのは,補 償金支 出という特定

の支出 目的と結びついているのではな く,エ

コロジープログラムとい う包括 的な環境関連

支出計画と結 びついてい ることである.つ ま

り,純 粋の 目的税ではないが,か と言 って所

得 ・法人課税のように純粋 に一般財源 を賄 う

わけで なく,緩 やかな形で環境 関連 目的と結

びついているのであ る.こ れは もちろん州政

府が水料金当初構想 への批判に対応 した結果

であると言 うことがで きる.だ が,そ れだ け

でな くこの制度は環 境 ・資源課税が徐 々に小

規模の租税政策としての理念型か ら,一 般財

源をも視野に入れた財源調達 目的としての理

念型へ移行 してい く上での,一 種の過渡期 を

示 しているとも言 える.

その根拠は以下の通 りである.水 料金が エ

コロジ ープロ グラムの枠 内で財 源調達手段 と

しての役割を果たすのは,そ の背景に環境汚

染による社会 的費用 の増大 にと もなって,地

方 自治体で環境関連 の財 政需要が年々増大 し

つつあるとい う事情 がある.つ まり,さ まざ

まな環境領域 で増大 する社会的費用 に対応す

るため に,水,大 気,土 地とい う環境領域 で

個別 に対応 してい くうち に,全 体 としての環

境関連 の財政需要が増大 して くる.財 政支 出

の規模が大 きくなって くると,こ れをいつ ま

でも通常の租税収入 から賄 うことの正当性 に

疑問が生 じる.す なわち,こ れ らの財 政需要

を一般の租税収入で賄 うのではな く,PPPも

しくは受益者負担原則に したが って費用負担

を行ってい くべ きで はないのか,と い う議論

が生 じるのである.

しか し,こ れに対応 して個別 の環境領域 ご

とに環境 ・資源課税 を目的税 として導入す れ

ば,収 入は大 きくなるが,収 入 の使途は固定

化 されて財政が硬直化 してしまうとい う問題

が生 じる.ま た,収 入の使途の固定化 は,個

別の環境領域で費用 ・便益 関係がはっ きりし

ている場合 には有効であるが,水 料金 の場合

のように,そ の点が あいまいであればその導

入の根拠 をめ ぐって批判 を招いてしまうとい

う問題 もある.
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その結果,エ コロジ―プログラムの ように

もはや個別の支出項 目とは税収が必ず しも1対

1に 結びつかない という形で環境 ・資源課税 が
一般財源化 していか ざるをえない,と いうこ

とが今後生 じて くる もの と考えられる.水 料

金制度 の場合 は一般財源化 とい って も,収 入

の支出先はあ くまで もエ コロジ ープログラム

の枠内 に限られてい るが,そ れ は,新 たな負

担を課 される受益者 を説得するには,そ の収

入 と支 出が緩やかな形で あれ費用 ・便益関係

を保持する必要があったか らで はないか と考

えられる.し かし,バ ―デン ・ヴュルテンベ

ルク州の州首相シュペー トはさらに進 んで水

料金という資源課税 をエ コロジカルな税制改

革の中で位置づけることを表明している16).

つまり,環 境汚染 に よる社会的費用の増大 に

ともなって,所 得 ・法人課税な ど既存税に代

わって環境 ・資源課税が基幹税 としての役割

を果た してい くだろうとの見通 しにた って水

料金が位置づ けられてい るのである.ド イツ

水料金制度はその意味で,環 境 ・資源課税 の
一般財源化へ の過渡期にあって

,そ の先駆的

な姿を示 していると評価で きるのではないだ

ろううか.
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表1

表2

産業領域 年 間収 益 【Mio.DM1 水 料 金 負 担 額 【Mi・.DM1 比率{%1

パルプ産業

化学産業

石および材料加工業

紡績加工業

食品産業

3,594.0

15423.6

4,965.4

10,267.4

18,435.4

8.73

12.83

4.97

2.73

3.76

2.4

0.8

1.0

0.3

0.2

計 52,685.80 33.00 0.6

出所:  Baden-Württemberg, Argumente zum Wasserentnahmeentgelt.
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表3

支出項 目 1988 1989 1990 1991 1992

水料金収入額 130.2 1477 158.1 1406 147.5

エ コ ロジ ー プ ログ ラ ム計 130.2 1620 162.0 1985 203.7

環境省予算部分 33.6 60.2 60.2 78.5 78.5

1.環境 プ ロ ジ ェ ク トの促 進 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

2.ボ ー デ ン湖 お よび地 表水 域 に 2.5 45 2.9 3.0 3.0

おけるアシの保全と再自然化

3.土壌 保 全 2.0 2.0 2.0 2.0

4地 下水保全 15 1.5 1.5 1.5

5廃棄物処理基金 13.0 155 15.0 15.0 15.0

6.自然保護基金への割 り当て 5.0 5.0 5.0 5.0

7,自然保護および景観保全 17.1 30.1 31.8 50.0 50.0

8広 告 キ ヤ ンペ ー ン 1.0 1.0

農業省および経済省予算 96.6 101.8 101.8 120.0 125.2

補償金額 57.1 64.6 66.9 75.8 85.8

水料金収入に占める比率(%) 43.9 37.0 42.3 54.0 58―0

出所. Lantag von  Baden-Württemberg,1991.  , Lantag von  Baden-Württemberg,1992 Lantag von  Baden-

Württemberg,1993. よ り作 成.
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